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大阪市 2025年 11月 7日 

 

グリーンボンド フレームワーク  サステナブルファイナンス本部 

担当アナリスト：富田 陽介 

 

格付投資情報センター（R&I）は大阪市のグリーンボンド フレームワーク（2025 年 11 月策定）が、以下の原則

に適合していることを確認した。 

 

 

 

■資金使途 

事業区分 対象プロジェクト 

クリーン輸送 ・ なにわ筋線事業 

エネルギー効率 ・ 下水道事業 （各下水処理場間の汚泥パイプ輸送化と汚泥処理施設の集約化） 

気候変動適応 

・ 下水道事業 （浸水対策） 

・ 埋立地の浸水対策 （高波等に対する浸水対策） 

・ 無電柱化事業 

・ うめきた 2 期区域のまちづくり （大深町地区防災公園街区整備事業） 

 

1. 資金調達者の概要 

 

 

＜概要＞ 

 大阪市は日本のほぼ中央に位置し、政令指定都市の中で最大規模の市内総生産（2021 年度：名目値約

20 兆円）及び一人当たり市民所得（同：約 404 万円）を誇る大都市。 

- 約 225㎢と日本の総面積の 0.1％に満たない土地面積に約 281 万人 が居住する他、都心には業務・

商業等の機能が集積し、日本の主要な経済圏である関西経済圏の中核都市に位置付けられる。 

グリーンボンド原則（2025、ICMA） 

グリーンボンドガイドライン（2024、環境省） 

[大阪市：市章] 
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 歴史的な経緯では、大阪市の源流は古墳時代に遡り、近世に天下統一を成し遂げた豊臣秀吉が港湾機能

や河川交通の拠点とした歴史から、「水の都」と呼ばれ、商業・工業を中心に発展してきた。 

- 江戸時代には、「天下の台所」と呼ばれる商人の町として発展し、地域に住む市民が主体的に社会・文

化を形成してきた歴史的経緯を有し、現在に至る食文化・上方芸能等の分野でも同様の特徴を有して

いる。 

 同じ関西圏内でも千年以上に及ぶ伝統をバックボーンとし、それらを守ることに重きを置く京都・奈良と対比し

て、歴史的に積み上げたものを尊重しつつ、同時に外部・他所から来るものを取り入れ、都市としての革新を

進めるといった点が違いとして挙げられている。0F

1 

- 国際戦略港湾である大阪港を擁し、府内には大阪国際空港や関西国際空港等アジア諸国をはじめと

する世界各都市を結ぶ交通インフラが充実していることから、近年は海外からの観光客や府内に居住

する外国人も多く、関西圏内でも国際化が進んできた。 

- 2025 年は「いのち輝く未来社会のデザイン」のテーマのもとで、大阪・関西万博を開催し、近年は「国際

金融都市 OSAKA」の実現を目指す状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記より大阪市は日本の中での社会・経済・文化といった多方面において、中心的な役割を成す都市の一

つと考えられ、英国経済誌であるエコノミストの「世界住みやすさ指数」においても世界上位の都市に位置付

けられる 1F

2等、その地位は世界的にも高く評価されている。 

 
1 同点は日本の経済学者・歴史学者である関西学院大学 宮本又郎 大学院教授「江戸を支えた商人の町・大阪」をはじ

め学術的観点からも言及されている事項である。 
2 2025 年度では世界 7 位、日本首位に位置付けられている。 

[出所：Global Financial City Osaka ウェブサイト] 

■大阪の特徴 
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＜サステナビリティ方針/計画＞ 

 大阪市は社会・経済・文化に係る中核的な都市の一つで多くの住民を抱えている。行政組織としての大阪市

は、他自治体同様に、地方自治法第１条の 2 に基づき住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域にお

ける行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う。 

- また、各種国内法令に則り地域の防災計画の策定・実行の責務も有し、地域の住民や大阪市に来訪す

る人々を各種災害から生命・健康・生活を守る責務も有している。 

 大阪市では上記の行政組織としての社会的責務を果たすことも念頭に、SDGs が掲げる「誰一人取り残さない

持続可能な世界の実現」の理念を取り込んだ「大阪市未来都市創生総合戦略」を策定し、「経済・社会・環

境」の 3 側面から取り組みを積極的に推進しながら SDGs の達成に貢献することを掲げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サステナビリティの構成要素である環境面の取り組みにおいては、2050 年の温室効果ガス排出量実質ゼロ

とする「ゼロカーボン おおさか」を掲げており、同コンセプトの中で、脱炭素社会の実現や気候変動に適応した

都市作りの概念を掲げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大阪市未来都市創生総合戦略 

[出所：大阪市ウェブサイト] 

[出所：大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕（改定計画）第 2 版] 

■「ゼロカーボン おおさか」 
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2. 調達資金の使途 

調達資金の使途として示された対象プロジェクトは明確な環境改善効果をもたらす。調達資金の使途は適切で

ある。 

(1) 対象プロジェクト 

 地球温暖化対策の国際的な枠組みである「パリ協定」にもとづいて計画された日本の NDC（国が決定する貢

献）を達成するには、国と地域との協働・共創が不可欠であり、日本のカーボンニュートラル戦略において、大

阪市含む地方自治体は重要な役割を担っている。 

 日本の災害対策基本法で規定される通り、地域の防災において、自治体が計画・実行の責務も有し、大阪

市においても同様の責務を負っている。 

 上記を背景に、本フレームワークで大阪市が対象としているプロジェクトは、“気候変動緩和”と“気候変動適

応”の 2 つに大別され、いずれにおいても新規の資産等に充てられる。 

- “気候変動緩和”では、“クリーン輸送”及び“エネルギー効率”に係るプロジェクトを選定している。 

- “気候変動適応”では、大阪市民及び同市の来訪者の生命・健康・生活を守ることが主眼とした事業が選

定されている。 

 大阪エリアは六甲山地、生駒山地、和泉山脈に囲まれた盆地状の地形から熱気を保持しやすく、特

にその中でも、大阪市は都市化に伴うヒートアイランド現象が発生しやすい立地特性を有している。2F

3 

 また、大阪市は一部を除き大部分が低地のため、地形的に降雨や高波の影響も受けやすい立地で

もある。 

                             3F

4                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 気象庁の計測では、2025 年の大阪の気温は、最高気温 38.7℃に達する日もあり、7～8月の殆どの日で平均気温が

30℃を超えることとなった。 
4 O.P.：Osaka Peil の略称。大阪湾沿岸淀川流域の測量の基準 

■大阪市の地形的特徴と浸水被害 

[出所：大阪市下水道 浸水対策計画 2025] 
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(2) 環境改善効果 

＜クリーン輸送＞ 

なにわ筋線事業 

 なにわ筋線は大阪市が出資する関西高速鉄道㈱が主体となって整備を進めている。計画期間は 2020 年

度～2031 年度で、2021 年 10 月に工事着手し、2031 年春開業を予定している。CO2 排出量の少ない輸

送手段への移行を可能とするものであり、「クリーン輸送」に該当する 4F

5。定量的な環境改善効果として、鉄道

利便性の向上に伴い自動車交通量が減少し、年間で CO2 が 1.3kt、NOx が 0.006kt 削減され、局所的な環

境改善にもつながる旨、国土交通省所管公共事業の事業評価実施要領に基づいた第三者の意見を求める

諮問機関「なにわ筋線鉄道整備事業評価監視委員会」の再評価にて示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なにわ筋線事業は整備主体である関西高速鉄道㈱に対して大阪市が国・府と協調して実施する補助事業

である。なにわ筋線の整備に係る総事業費約 3,300 億円のうち建設費等の補助対象事業費は約 3,000 億

円であり、出資金（地方 10%、運行主体 10%）、補助金（国 25.7%、地方 28.5%）及び関西高速鉄道㈱の借

入金（25.8 %）をその財源とする。大阪市は大阪府と地方財源を 1 対 1 の割合で負担する。開業後、関西高

 
5 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が 2021年 8 月に公表した第 6 次評価報告書（第 1 作業部会報告書）では、極

端な高温、海洋熱波、大雨の頻度と強度の増加等は、地球温暖化の進行に直接関係していることは疑う余地がないとさ

れ、気候変動問題は世界各国が取り組まなければならない喫緊の課題であるとしている。2022 年 4 月公表の同評価報告

書（第 3 作業部会報告書）では、地球温暖化抑制のために人々が取りうる対策の一つとして、陸上運輸部門における公

共交通や共有モビリティ等へのシフトが取りあげられている。 

■なにわ筋線 

[出所：「平成 31 年度予算に係る鉄道関係公共事業の事業評価結果及び概要について」（国土交通省）] 
※「北梅田駅」は「大阪駅（うめきたエリア）」として 2023 年 3 月開業 
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速鉄道㈱は運行主体である西日本旅客鉄道㈱、南海電気鉄道㈱から受け取る施設使用料を借入金償還

の原資とする。 

 関西国際空港は近畿圏における国際ゲートウェイである。大阪を訪れる外国人観光客は、2011 年の年間

158 万人から 2019 年の年間 1,231 万人へと年々増加しており、2025 年大阪・関西万博では 2,000 万

人を超える来場者となった。 

- 関西経済をけん引する大阪が持続的に発展していくためには国際競争力の強化が必要であり、こうした

海外からの活力を都心部に取り込む必要がある。 

- しかし、主要国際都市であるロンドン、パリ等では、都心部と各国際空港との所要時間が 30 分以内であ

るのに対し、現在、大阪都心部である大阪駅、梅田駅から関西国際空港へアクセスする場合、所要時

間が 50 分以上であり、梅田駅からは難波ターミナルにおいて乗換が必要となる等、空港アクセス利便

性の向上が課題となっている。 

 なにわ筋線事業は、2023 年春開業の「大阪駅（うめきたエリア）」と、JR 難波駅及び南海本線の新今宮駅を

つなぐ新線を整備することで、関西国際空港や泉州地域から大阪都心を直結し、さらに高速幹線ネットワーク

の要である新大阪、京都等へのアクセス改善等都市鉄道ネットワークを強化することを目的とする。これによ

り、沿線地域における拠点開発の促進、拠点性の向上、大阪北部・南部地域の交流促進や新たな旅客流

動の創出を図り、地域活性化と大阪の国際競争力強化に資することを目指すものである。 

 

＜エネルギー効率＞ 

下水道事業：各下水処理場間の汚泥パイプ輸送化と汚泥処理施設の集約化 

 大阪市では汚泥をより効率的に処理し有効利用を図っていくため、各下水処理場間の汚泥パイプ輸送化と

汚泥処理施設の集約化を実施している。 

 具体的には域内 6 ヵ所の下水処理場で汚泥を発酵（消化）した後、送泥パイプを経由して拠点となる 2 ヵ所

の汚泥処理施設（舞洲スラッジセンター・平野下水処理場）へ送泥し、汚泥溶融炉等で集中処理している

（下図）。汚泥処理施設においては、温室効果ガス排出量の削減を条件とする改築更新を実施している。 

 大阪市地球温暖化対策実行計画〔事務事業編〕（改定計画）第 2 版（令和 6 年 3 月）によれば、大阪市の

全事業から排出される温室効果ガスのうち、下水道事業からの排出量は大きな割合を占めており、下水処

理方式の変更等の取り組みが全体の削減に寄与してきたとされる。また令和 7 年 3 月策定の「大阪市下水

道事業経営戦略」（計画期間：2025～2034 年度）では、下水道事業の VISION である「未来への責務を果

たす下水道」を達成するために、「機能維持」、「浸水対策」、「地震対策」、「都市環境保全」の 4 分野の施

策を打ち出しており、汚泥処理施設のエネルギー効率化を「都市環境保全」に係る施策と位置付けている。

汚泥処理施設の整備運営は大阪市が推進するこれらの緩和策と整合している。 

 汚泥溶融炉等で汚泥を集中処理することで、汚泥の焼却・埋め立て処分が回避される。汚泥処理施設のエネル

ギー効率化に伴い明確な CO2 削減効果が見込まれる。 

 なお、グリーンボンドの資金使途にはあたらないが、汚泥のトラック輸送からパイプ輸送への切り替えや、下水処理

場における消化ガス発電・熱回収といった既存の取り組みは、下水道事業におけるエネルギー効率改善と CO2 排

出削減に大きく寄与している。なお、汚泥から発生するスラグは廃棄せず、下水工事等で掘った土を埋め戻す際

に土に混ぜる等して有効利用される。 
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＜気候変動適応＞ 

下水道事業：浸水対策 

 資金使途は降雨による水を河川等に放流する下水道幹線や雨水ポンプ施設等の整備への充当である。都

市の浸水には、大雨の際に河川の水位が上がることによって市街地等に溢れ出す「外水氾濫」と、都市イン

フラの排水機能の許容量を超える雨が降った際に発生する「内水氾濫」 があり、本使途にあたる下水道に

係る事業は「内水氾濫」 の発生を防ぐ役割を担う。 

 大阪市では明治 27 年に近代的下水道事業に着手し、明治 44 年には既往最大雨量の 61.8mm/hr を参考

に 60mm/hr を計画降雨とし、人口集中・工業の発展等市勢の発展に伴って下水道整備を行ってきた。一

方、雨に弱い地形であることに加え、高度経済成長期に雨が浸透する地面が舗装化される等市域の都市化

により大規模な浸水被害が度々発生してきた。 

- 従前より下水道幹線の整備とポンプ排水能力の増強を図り、2024 年度末時点で「雨水対策整備率」は

82.4%となっている。整備に伴って浸水被害は年々減少傾向を示しているが、集中豪雨時には浸水被

害が発生しており、気候変動に伴う異常気象による豪雨の影響力が増してくる状況にある。 

- 具体的には気候変動の影響により将来の降雨量の増加が予測されており、大阪市でも降雨量が 1.1 倍

となると想定され、激甚化・頻発化する豪雨に早急な対応が求められている。 

- 66mm/hr の降雨に対応する施設整備に当たっては、シミュレーションにより下水道幹線や貯留施設等

これまで整備してきた施設の能力を評価し、その上で、既存の施設能力を十分に活用できるような下水

道幹線（流下施設・貯留施設）の整備、ポンプ施設の能力増強を行っていくこととしている。 

 市全域の浸水解消にかかる概算事業費を従来計画の残事業の見直しも含めて約 5,300 億円と試算してお

り、事業期間も約 50 年という長期間を見据えた計画を設けて対応していくこととしている。重点対策地区と一

般対策地区に区分しており、重点対策地区は 2040 年までに床上浸水解消を目指し、一般対策地区につい

■下⽔処理場からの送泥ネットワーク 

[出所：大阪市ウェブサイト] 

■舞洲スラッジセンター外観 

[出所：大阪市下水道事業経営戦略 

（令和 7 年 3 月改定）] 
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ては人口や被害額に応じて優先度を設定し、2075 年までに浸水解消を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋立地の浸水対策（高波等に対する浸水対策） 

 調達資金は、大阪港における埋立地の浸水対策に充当される。大阪市は、平成 30 年に発生した台風第 21

号の高波等による埋立地（咲洲・舞洲・夢洲）の浸水被害を踏まえ、過去最大規模である伊勢湾台風級の

台風も想定した浸水シミュレーションを実施し、効果的な浸水対策に取り組んでいる。対策箇所は、台風第

21 号で浸水したエリア及び伊勢湾台風級の台風で浸水が想定されるエリアであり、具体的には護岸のかさ上

げを基本とし、埠頭用地においては港湾荷役の支障とならない陸上側に胸壁を設置する。台風第 21 号で浸

水したエリアを短期とし、伊勢湾台風級エリアを中期として、段階的に実施する計画（対策総延長約 19.7km）

である。 

 大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕（改定計画）第 2 版は、大阪の成長につながる脱炭素社会

「ゼロカーボン おおさか」の実現に向けて、あらゆる施策に「気候変動への適応」の視点を組み込むことにより

適応の主流化を図ることとしている。 

 浸水シミュレーション結果によると、対策の効果として、浸水面積が約 400ha 削減（約 690ha→約 290ha）さ

れ、緑地等を除いた防護対象エリアにおける浸水面積は概ね解消されると想定されている。 

■浸水対策の手法 

[出所：大阪市下水道浸水対策計画 2025] 

（下水道幹線等の整備） 

 

（雨水ポンプの能力増強） 
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無電柱化事業 

 台風等の自然災害時における電柱の倒壊や電線の切断は、緊急車両等の通行に支障をきたし、災害復旧

に大きな影響を与える。無電柱化により市民の生命を守るための都市防災機能の向上が望まれている。 

 大阪市では、昭和 59 年度に地中化のモデル事業を実施し、昭和 61 年度以降、国が策定した概ね 5 年毎

の「電線類地中化計画」を踏まえつつ無電柱化に取り組んできた。こうした中、大阪市では「無電柱化の推進

に関する法律」（平成 28 年施行）に基づき、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推

進すること等を目的に「大阪市無電柱化推進計画」（2019 年 3 月）を策定し、さらなる無電柱化を推進して

いる。 

 大阪市では、災害時に避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動を円滑に行えるよう、緊急車両等の通

行を最優先で確保すべき道路である緊急交通路（重点 14 路線）及び重点 14 路線から防災拠点までのア

クセスルートを対象に、広域ネットワーク形成及び災害時の多重性の観点から、整備効果の高い道路の無電

柱化を優先的に進めるとともに、その他の都市計画事業に合わせて無電柱化に取り組んでいる。 

 

■対策後地形による浸⽔シミュレーション結果 

[出所：大阪市港湾局「大阪港における高潮対策検討会とりまとめ」（令和 2 年 2 月）（一部追記）] 
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うめきた 2 期区域のまちづくり（大深町地区防災公園街区整備事業） 

・ 大深町地区防災公園街区整備事業は、うめきた 2 期

区域の中心部に都市公園を整備する事業。緑陰や

植栽・水景等の蒸発散による微気象調整効果により

都心のクールスポットを創出し、ヒートアイランド対策に

貢献する他、公園緑地は多重防御の手段、避難路・

避難地、復旧・復興支援拠点、防災教育拠点として

機能する 5F

6。 

・ 「うめきた 2 期区域」周辺は、3 線（JR、阪急・阪神、

地下鉄）が 9 駅に乗り入れ、一日約 210 万人の乗降

客が行き交う西日本最大のターミナルであり、関西の

業務商業機能が集積するエリアである。大阪市は当

該区域において、多様な事業者との協働により、世界

の人々を惹きつける「大阪の顔」となる都市空間を備

えたまちづくりの実現をめざしている。 

・ 都心部にこれまでにない魅力をもった大規模な「みど

り」の空間の創出や、ライフデザイン・イノベーションを

テーマとした新産業の創出拠点の形成等により、「『み

どり』と『イノベーション』の融合拠点」を実現する。 

・ うめきた 2 期区域の「みどり」の中心に位置する約 4.5

ヘクタールの「うめきた公園」は、2025 年大阪・関西万

博開催に先立つ 2024 年 9 月にうめきた公園のサウスパ

ークの全面区域及びノースパークの一部区域が先行開園し、2027 年春頃の全面開園をめざし、引き続き工

事を進めている。 

・ 大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕（改定計画）第 2 版は、大阪の成長につながる脱炭素社会

「ゼロカーボン おおさか」の実現に向けて、あらゆる施策に「気候変動への適応」の視点を組み込むことにより

適応の主流化を図ることとしている。 

・ また、以下の環境改善効果においても期待しうるものと考えられる。 

- 雨水貯留浸透基盤材や砕石貯留槽等のグリーンインフラ技術の活用により、雨水の地下浸透を促すこ

とで域外流出を抑え、内水氾濫抑制に寄与する。また、雨水の再利用による潅水や雨水貯留機能を有

する植栽基盤を導入する。 

- 大阪の歴史の発祥地でもある上町台地や大阪近郊の丘陵地に生育する里山植生（在来種）も取り込む

ことで大阪らしさを表現すると共に、水都大阪の歴史や淀川・中之島とのつながりを意識し、計画地の地

歴を象徴する水辺の植栽とする。 

- 淀川や大阪城公園における生態調査から誘致目標種を掲げ、生物の生息に配慮した環境を計画（光

環境への配慮、水辺から後背の樹林へと連続していく多様性の高い環境創出等）することで、大阪都心

を取り巻く生態系ネットワーク形成に貢献する。 

 
6 大勢の避難者の流入が想定される広場や園路には十分な入口幅員や緊急車両用入口、滞留スペースを確保するほか、

公園内に水関連施設、非常用便所（災害用マンホールトイレ）、防災備蓄倉庫、情報関連施設等各種防災施設を配置する

予定である。 

■計画地の概要 

[出所：独立行政法人都市再生機構ウェブサイト] 
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＜SDGs への貢献＞ 

 適格プロジェクトは、主として以下の SDGs に貢献すると考えられる。 

SDGs目標 

 

7.3    2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 

 9.1    全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を
支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能
かつ強靱（レジリエント）なインフラを開発する。 

9.4    2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技
術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続
可能性を向上させる。全ての国々は各国の能力に応じた取組を行う。 

 11.2   2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子供、障害者及び高齢者の
ニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善に
より、全ての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送シ
ステムへのアクセスを提供する。 

11.3   2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々の参加
型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 

11.5   2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてなが
ら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国
内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 

11.7   2030年までに、女性、子ども、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包
摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 

 
13.1   全ての国々において、気候関連災害や⾃然災害に対する強靱性（レジリエン

ス）及び適応の能⼒を強化する。 

 
17.17  さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、

官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

 

3. プロジェクトの評価及び選定のプロセス 

環境面での目標、プロジェクトの評価・選定のプロセス、環境・社会リスクの特定・緩和・管理に関するプロセスが

示されている。プロセスは、環境・社会に配慮したプロジェクトを選定するように定められている。評価・選定のプロセ

スは適切である。 
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(1) 環境面での目標 

 大阪市地球温暖化対策実行計画では、2050 年の温室効果ガス排出量実質ゼロとする「ゼロカーボン おお

さか」の実現に向け、2030 年度の温室効果ガス削減目標を 50％削減（2013 年度比）としている。気候変

動緩和に係る事業は、これらの環境目標に資するものに位置付けられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同計画では気候変動による避けがたい影響や被害の防止・軽減を図るため、防災や健康等関連施策の全

般にわたり気候変動の適応に関する視点も組み込まれており、今次、気候変動適応に係る事業は、これら

の対応に資するものに位置付けられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大阪市 温室効果ガス排出削減目標 

[出所：大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕（改定計画）第 2 版] 

■大阪市 気候変動への備えがあるゆるぎないまち 

[出所：大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕（改定計画）第 2 版] 
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- また、気候変動の影響に伴う “気温の上昇”、“強い台風の増加”、“海面水位の上昇”、“激しい雨の増

加”の各種影響に対し、今般のフレームワークにて、それぞれの項目に対し、網羅的に対策を行う事業が

選定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 評価・選定の判断を行う際のプロセス 

 適格プロジェクトはいずれも、大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕（改定計画）第 2 版及びその

他の個別計画等に係る施策として位置付けられ、大阪市の環境施策において重要な意義を有する事業とし

て選定されている。 

 プロジェクトの選定プロセスは、国際金融都市推進事業を所管する経済戦略局、起債業務を所管する財政

局及び環境施策を所管する環境局の連携のもと、各事業を所管する各部局にヒアリングを実施したうえで、

想定される便益一覧に適合する事業を選定する。プロジェクトの選定においては、環境に与えるネガティブな

影響についても確認のうえ、各事業を所管する各部局との協議を経て最終決定する。 

- 環境改善効果の測定に係る指標の改善が見込まれる、或いは気候変動の緩和・適応策としての改善

効果が技術的に証明されている、等の判断規準に基づいてプロジェクトを選定している。 

- プロジェクトの選定においては、環境に与えるネガティブな影響についても確認し、各事業を所管する各

部局との協議を経て最終決定する。 

■気候変動の影響の将来予測 

[出所：国土交通白書 2022] 
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＜対象プロジェクトのネガティブ影響の事例と緩和策＞ 

対象プロジェクト 環境/社会へのネガティブ影響の事例 緩和策 

なにわ筋線事業 

・環境影響：大気質・水質・底質・地下
水・土壌・廃棄物・残土、水象、動物、
植物、生態系、景観等 

・社会影響：騒音、振動、低周波音、地
盤沈下、日照阻害、電波障害等 

・環境影響評価書に記載されている環
境保全対策に則り、計画を策定し、実行 

下水道事業 （各下水処
理場間の汚泥パイプ輸送
化と汚泥処理施設の集約
化） 

・周辺地域への悪臭・騒音の影響 

・アンモニア性窒素の大気・水質汚染 

・地下パイプ経由での輸送 

・各種環境基準に収まる範囲での処理 

下水道事業 （浸水対策） 
・長期に及ぶ事業期間内における人的

資源・財源の不効率運営によるコスト
負担増 

・既存施設の活用、段階的な施設整備 

・今後の気候変動状況や整備効果等を
踏まえた計画の見直し 

埋立地の浸水対策 （高波
等に対する浸水対策） 

・埠頭用地における港湾荷役業への支      
障 

・防護ラインの設定においては、既存施
設の活用（擁壁等の嵩上げ）を基本と
し、埠頭用地は陸上側に同ラインを設
定 

無電柱化事業 

・工事の長期化によるコスト上昇 

・長期間の工事による地域住民との調
整・合意形成不足 

・低コスト手法の活用、都市計画事業や
大規模な他の道路事業との同時整備 

・公民連携による整備の推進、道路法第
37 条による占用制限等の施策を実施 

うめきた 2 期区域のまちづ
くり （大深町地区防災公
園街区整備事業） 

・アクセスの不便さから生じるエネルギー
消費増（自動車利用含む） 

・開発による森林伐採 

・アクセスに優れた公共交通手段の確保 

・森林伐採を伴わない開発 

 

4. 調達資金の管理 

調達資金をグリーンプロジェクトに充当するための追跡管理の方法、未充当資金の運用方法が示されている。

調達資金の管理は適切である。 

・ 地方自治法第 208 条にて、「各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければな

らない」旨、定められており、本フレームワークによる調達資金は、当該年度中に資金充当が完了することが

法令で定められている。 

・ 資金充当が完了するまでの間、一時的に発生する未充当資金は大阪市の会計管理者が指定金融機関の

預金口座において現金等で管理する。 

・ 大阪市の財政局が、予算編成の都度、市債管理表により全ての起債を管理し、市債管理表は、事業区分ご

と事業費、市債充当額等を記録している。 
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- グリーンボンドの調達資金についても、市債管理表により充当プロジェクトと他の事業を区分して管理され、

調達資金はあらかじめ選定された個別のプロジェクトに全額紐付けられる方法で管理される。 

・ グリーンボンドの発行によって調達した資金の各適格プロジェクトへの充当については、関係各局と連携の上、

財政局が実施する。 

- 会計年度の終了時には、適格プロジェクトを含む全ての歳入と歳出について決算関係書類を調製し、監

査委員の審査に付した後、その意見とともに議会の認定に付される。 

・ 地方自治法第 235 条の 2 にて、「普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれ

を検査しなければならない。」旨、定められており、資金充当において適切な方法で内部の追跡・管理される

体制を確保している。 

 

5. レポーティング 

開示（報告）のタイミング、方法、開示（報告）事項が示されている。環境改善効果に係る指標は環境面での目

標に整合している。レポーティングは適切である。 

(1) 開示の概要 

 レポーティングの概要は以下の通りであり、大きな状況の変化があった場合には、適時に開示する。 

 開示事項 開示タイミング 開示方法 

資
金
充
当
状
況 

 

・ 調達資金を充当した事業のリスト 

・ 調達金額と各事業への充当金額 

・ 未充当額の残高及び運用方法 

（リファイナンスは対象外） 

 
起債翌年度に開
示 
 
 

 
大阪市のウェブサイト
上で開示 
 
 

環
境
改
善
効
果 

 
環境改善効果として、実務上可能な範囲で
以下の通り、開示する予定である。 
 
【なにわ筋線事業】 
・ CO2 の削減量（推計） 

【下水道事業（エネルギー効率）】 
・ CO2 の削減量（推計） 

【下水道事業（気候変動適応）】 
・ 浸水対策計画に基づく整備実績 

【埋立地の浸水対策】 
・ 浸水面積の削減量（ha）（推計） 

【無電柱化事業】 
・ 幹線道路の延長距離（km）/整備延長の

距離（km）/整備の進捗率（%） 

【うめきた 2 期区域のまちづくり】 
・ 緑地、親水空間の面積（ha） 
 

 



セカンドオピニオン 

 

 16/17 

(2) 環境改善効果に係る指標 

 債券発行後のレポーティングは起債翌年度の開示を予定しており、資金充当状況及び環境面のインパクトに

ついて、いずれも事業単位かつ債券単位で開示する。インパクト・レポーティングでは合理的に推計または実

測が可能な定量指標と定性指標を組み合わせて開示する。 

 なにわ筋線事業及び下水道事業（エネルギー効率）については CO2 排出削減量（t-CO2)の推計値、下水道

事業（気候変動適応）については浸水対策計画に基づく整備実績を開示する。無電柱化事業については、

幹線道路の延長距離（km）と整備延長の距離（km）に加え、整備目標に対する進捗率（%）を開示する。うめ

きた 2 期区域のまちづくりについては、整備予定の緑地・親水空間の面積（ha）を開示する。 

 環境改善効果に係る指標は環境面での目標に整合する。 

        以 上
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